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第９章　史跡の整備

第１節　整備の方向性

郡山城跡の価値と特色を市内外の人々，そして多様な世代が体験したり，学んだりで
きるよう，国・県と連携・調整しながら，史跡の本質的価値を保存するための整備，及
び史跡の活用につながる整備に取り組む。
このうち，主として保存のための整備においては，本質的価値を構成する郭や墓所等，
及び地下遺構に関して，き損防止や修復（復旧）の保存対策を計画的に行うとともに，標識，
説明板の整備，鳥獣被害防止対策等に取り組む。
主として活用のための整備については，遺構の表現を検討するとともに，幾つかのポ
イントからの眺望の確保（樹林整備）に取り組む。また，案内・解説，ガイダンス機能
の確保・整備，情報発信のためのＩＣＴの活用・整備，便益施設及び史跡周辺を含めた
周遊ルート（歩行者動線）の確保・整備に努める。
こうした施設・設備の整備においては，遺構の保存及び史跡としてふさわしい景観の
保全・形成を前提とする。

第２節　整備の方法

１　主として史跡の保存のための整備

（１）遺構の保存・整備
■本質的価値を構成する要素の保存・整備（史跡指定地）
○郭（石垣，切岸，堀切，土塁，石塁，池，井戸及び寺跡を含む）
既存の歩行者動線（園路・登山道）でつなぐことのできる主要な郭について，草刈り
をはじめとした維持管理に努めながら，現状保存するとともに，土砂流出によるき損が
激しい箇所については，その復旧を図る。
確認されている礎石や石列については，必要に応じて保存対策を講じるとともに，草
刈りや清掃活動，園路，説明板の整備においては，石垣等を構成していた石材の現状保
存及び地下遺構を含め遺構の保存に留意する。
また，樹木が石垣や切岸，地下遺構をき損している場合，又はその恐れがある場合に
は，防災や景観に留意しながら，伐採を検討する。
なお，二の丸，三の丸，御蔵屋敷の壇，釣井の壇等における石垣及びそれを構成して
いた石材，裏込石については，江戸時代初期の破城の歴史を体感できるよう，安全確保
に留意しながら，崩落している現状を保存する。ただし，今後，崩落が生じた場合，又
はその恐れがある場合には，抜本的な対策を含め，その保存・整備を検討する。
満願寺跡等の露出した遺構については，獣害による破壊の防止を図る。
その他の郭については，原則として現状保存を図る。ただし，歩行者動線でつながれ
た場合については，前記のような維持管理や遺構の保存対策，及び復旧への対応に努める。
○御里屋敷跡伝承地
今後，原則として，建築物の新築・建替え及び増築を行わないこととし，将来的には
建築物・その他構造物の撤去により，史跡としての整備を検討する。⇒「２　主として
活用のための整備」を参照
○墓所（洞春寺跡を含む）
史跡指定地内の墓所としては，毛利元就墓所・毛利氏一族墓所（洞春寺跡），その近
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くに位置する嘯岳鼎虎禅師墓，及び毛利隆元墓所（常栄寺跡）があり，維持管理を通じ
て現状保存を図るとともに，き損した場合には復旧に対応する。
■本質的価値を構成する要素の保存・整備（史跡指定地外）
○郭・その他遺構
戌峰（妙玖庵），辰谷（大手），午谷，未谷（興禅寺跡：現・郡山公園），酉谷（常栄寺跡，
酉谷地点石垣跡），及び戌谷（大通院跡）等の史跡指定地外の郭・その他遺構については，
現状を基本に保存を図る。
○神社（清神社等）
史跡指定地周辺に位置する清神社等については，関係者による維持管理及び必要に応
じた修理を促進するとともに，史跡の本質的価値を構成する要素としての周知に努める。
○その他遺構・地下遺構
毛利元就火葬場伝承地については，維持管理を行いながら，現状の保存を図る。
大通院谷遺跡（薬研堀，屋敷跡）や内堀跡（推定）等の地下遺構については，遺構の
き損が生じないよう，遺構の存在の周知と保存に関する啓発に努める。
○追加指定への対応
郡山の山裾部分（東西及び北）の史跡指定地外については，関係権利者の理解を得な
がら，追加指定に取り組み，追加指定された場合には，前記のように対応する。
■本質的価値と一体的に又は関連して歴史的環境を構成する要素（Ｂ）の保存・整備
史跡指定地内やその周辺に位置する神社については，関係者による維持管理を促進す
るとともに，歴史的環境を構成する要素としての周知に努める。
百万一心碑や三矢の訓跡碑，毛利元就像，及び幕末の陣屋跡（吉田高等学校敷地）に
ついては，維持管理を図りながら，その保存と周知に努める。
郡山第１号古墳，郡山第２号古墳については，現状保存を基本に，その保存と周知に
努める。
これらのうち史跡指定地外の遺構が，追加指定により史跡指定地に組み込まれた場合
は，前記の「追加指定への対応」と同様に取り組む。

（２）遺構を保存するための環境整備
【史跡指定地】
■保存施設（説明板ほか）の整備
これまで及び今後の調査成果の反映に努めながら，史跡全体や個々の遺構の説明板や
注意札を計画的に整備・更新する。⇒説明板については，「２　主として史跡の活用に
関わる整備」における「郡山城跡の登城路及び見学・周遊ルートと案内表示板の整備」
においても記述。
■雨水排水対策（防災・遺構保存・環境保全対策）
尾崎丸付近から展望台や郡山公園に至る谷部（未谷）においては，雨水によって園路
の浸食や歩きにくい箇所が生じており，また，土砂流出の恐れがあることから，防災対
策及び遺構保存・環境保全対策の観点を持ちながら，雨水排水対策に取り組む。
また，毛利元就・一族墓所についても，雨水排水対策を検討するとともに，過去に崩
落した石垣やその周辺の点検を行い，必要に応じて復旧に対応する。
その他の区域についても，雨水排水や法面の状況を確認しながら，必要に応じて雨水
排水対策を検討する。
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■園路の整備（遺構のき損防止）
御蔵屋敷から二の丸や厩の壇から城の通路への園路は，来訪者による遺構（特に切岸）
のき損が生じないよう，盛土の上，その上部に階段等を整備する。その他の箇所につい
ても，き損の恐れのある場合は，盛土・階段等による対策を検討する。
■維持管理施設等の整備
毛利氏一族墓所の西側にある倉庫の維持管理及び用具・備品の充実を図る。
また，史跡の維持管理や運営のため，その体制と合わせて，新たな用具・備品の倉庫
の整備，又はそれらの保管場所の確保を検討する。

【史跡指定地内外】
■森林の保全・管理と安全・防災対策
郡山の史跡指定地においては，原則として森林の保全を図りながら，雨水排水対策（斜
面の崩落防止対策…前記を参照），竹林の侵食抑制や樹種転換，安全対策や遺構の保存
のための樹木の伐採を検討する。郡山の史跡指定地外についても，前記に準じて対応する。
歩行者動線の確保や眺望のための樹木の伐採，枝打ちについては，遺構の保存や史跡
の景観との調和に留意しながら，その必要性や区域について検討し，実施の有無を判断
する。
なお，樹木の根によって斜面地の崩落を防止させている面があることから，抜根は遺
構のき損に関係する場合を除き，原則として行わないこととする。また，広葉樹につい
ては，枯死しないよう枝打ちなどで対応することも，現地で確認しながら検討する。
山麓部付近において広島県が防災工事を行った区域については，その点検と維持管理
を働きかける。
土砂崩れが懸念される急傾斜地などでは，植生を把握し，落葉広葉樹の疎林として林
床植物を繁茂させ，防災対策と併せて自然環境の再生や景観づくりを検討する。
■鳥獣被害防止対策
イノシシ等による遺構のき損やその他地面の掘り返しを防ぐため，ソフト・ハードの
両面から鳥獣被害防止対策を検討する。
■環境美化や防火・防犯対策
ゴミのポイ捨てや不法投棄の防止，防火・防犯対策を充実させるため，啓発や注意の
表示，防犯設備の整備を，その管理体制と合わせて検討する。

２　主として史跡の活用に関わる整備

（１）遺構の表現
【史跡指定地】
■蓮池等の露出展示（満願寺跡）
満願寺跡に２箇所ある石組の方形の蓮池，それに伴う石列等については，イノシシ防
護対策や雨水対策を講じ露出展示を図る。
■井戸の露出展示や表示
釣井の壇にある井戸については，安全対策を行い見学できるようにしており，その維
持管理を図る。
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【史跡指定地内外】
■登城路等の再現・整備
今後の調査・研究により，御里屋敷跡伝承地付近から勢溜の壇，東側の難波谷から尾
崎丸付近への登城路の概ねのルートが確認できた場合には，その再現・整備を検討する。
難波谷からのルートは，既存の道を利用した園路（登山道）としての活用（整備）を図る。

■屋外展示施設の整備の検討
安芸高田市歴史民俗博物館の敷地，御里屋敷跡伝承地，大通院谷遺跡付近の駐車場周
辺を候補地として，郡山城跡の地形模型（屋外展示施設）の整備を検討する。

（２）史跡を活用するための環境整備
【史跡指定地】
■史跡指定地からの眺望の確保
遺構の保存や森林の保全・管理，防災対策と調整しながら，良好な眺望条件を有する
箇所においては，限定的に樹木の伐採や枝打ちを行い，市街地や田園，山並みを眺望で
きる場を確保する。
■御里屋敷跡伝承地の整備の検討（史跡のエントランス・導入ゾーン）
御里屋敷跡伝承地については，長期的な観点から将来像を方向づけ，既存の建物の撤
去を含め，史跡のエントランス・導入ゾーンとしての立地性を活かした空間・土地利用
の段階的な実現を目指す。
なお，御里屋敷跡伝承地については，歴史広場（仮称）の候補地とする（次頁「歴史
広場（仮称）の確保・整備」を参照）。
また，今後の調査・研究により，往時の状況が確認できた場合には，それを表現する
整備や説明板等での情報提供を検討する。

【史跡指定地内外】
■園路（登城路・登山道，郭内の歩行者動線をはじめとした見学・周遊ルート）の整備
史跡指定地外を含め，前記の登城路の復元的整備と合わせて，既存の主要な園路（下
記）のき損箇所の復旧や維持管理を図る。
・毛利元就・一族墓所からの登山道
・清神社付近からの登山道
・難波谷から尾崎丸までの登山道（既存の道の活用：再掲）
・�素峰の縁辺部の園路（三の丸～厩の壇～釜屋の壇～姫の丸～釣井の壇～御蔵屋敷
の壇～三の丸）
・（清神社付近からの登山道の途中～）満願寺跡～妙寿寺跡の園路
・（郡山公園からの登山道の途中～）本城の本丸への園路
・展望台付近～毛利隆元墓所付近の園路
また，その他の郭へアクセスするため，歩行者動線沿いの樹木の部分的伐採や草刈り，
階段・斜路の整備を検討する。
なお，園路の復旧・整備においては，遺構の保存に留意し，盛土を基本に整備に対応
する。　
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■案内表示板の維持管理と整備・更新
主要な郭や遺構，前記の園路のルート沿いにおいては，案内板，説明板，誘導標識の
計画的な整備・更新を図るとともに，ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報提供を検
討する。
説明板，誘導標識等の案内表示板については，耐久性，維持管理や整備・更新の容易
性，費用，整備における遺構の保存を考慮しながら，多治比猿掛城跡を含め毛利氏城跡
としての統一的なデザインを創出し，段階的な整備・更新を図る。
■便益施設（休憩施設，トイレほか）の整備・充実
既設のトイレや休憩所（毛利元就・一族墓所）の維持管理に取り組むとともに，必要
に応じて修繕を検討する。
郡山城跡を中心とした周遊ルート沿いの幾つかのポイントにおいては，休憩スポット
やベンチの整備・更新を図る。
史跡指定地やその周辺の周遊ルート沿いなどにおいて，史跡の保存管理のための倉庫
や休憩の場（あずまや，ベンチ）の新たな整備について検討する。
■ガイダンス及び収蔵・展示機能の整備・充実
安芸高田市歴史民俗博物館における郡山城跡に関するガイダンス機能及び収蔵・展示
機能の充実を図る。
また，歴史広場（仮称）を確保・整備した場合（下記）には，説明板等によるガイダ
ンス機能を確保する。
道の駅「三矢の里」の休憩情報発信棟においては，郡山城跡の情報提供機能の充実に
努める。
安芸高田市役所等においては，郡山城跡をはじめとした歴史文化の紹介・情報提供ス
ペースの確保に努める。
■歴史広場（仮称）の確保・整備
現在，郡山公園側の登山道においては，利用者へのガイダンス的な案内表示板が未整
備であることから，その近接地に郡山城跡の説明板等を設置した多目的な歴史広場（仮
称）の確保・整備を図る。なお，現段階では御里屋敷跡伝承地を候補地とする。
また，屋外展示施設（地形模型）の設置候補場所の一つとして具体化を検討する。

■人にやさしい環境づくり
史跡指定地外を含めた登山道・遊歩道，その他歩行者動線のうち，遺構の保存に影響
しない区間については，史跡の景観や利用状況を考慮しながら，坂道への手すりの設置
に取り組むとともに，全体を通じて歩行支援の方策を検討する。
高齢者・障害者，その他配慮を必要とする人の利用を考慮しながら，駐車場へのアク
セスの明確化や思いやり駐車場の拡充，見やすい案内板の整備に取り組む。
■情報提供機能の充実・強化と来訪者・外国人観光客への対応
郡山城跡や関連する遺跡，その他安芸高田市の文化財，観光情報を盛り込んだパンフ
レットの作成を図るとともに，ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報提供に取り組む。
また，案内表示板やパンフレットにおける外国語併記，ＩＣＴを活用した情報提供に
おける外国語対応を検討する。
現在３箇所（安芸高田市歴史民俗博物館，大通院谷遺跡の駐車場付近，郡山公園）に
設置しているパンフレットボックスについては，維持管理及び必要に応じた更新を図る。
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【史跡指定地外】
■史跡へのアクセスの円滑化
史跡へのアクセスを強化するため，道路や沿道への誘導標識の整備・充実を図る。
また，利用者が多い場合は，民間駐車場の関係者の理解と協力を得ながら，その活用
の仕組み（情報提供，利用のルール，行政と民間との連携）を確立する。
■旧城下町・吉田地域～安芸高田市の広がりの中での周遊ルートの整備・充実
旧城下町及び吉田地域，更には安芸高田市の広がりの中で，郡山城をはじめとした文
化財や観光資源をつなぐ周遊ルートを設定し，案内表示板の維持管理や整備（修繕・更
新，新設）に取り組む。
＜周遊ルートの例＞
　南：郡山城跡～道の駅～鈴尾城跡
　北：郡山城跡～五龍城跡～甲立古墳
　西：郡山城跡～宮崎神社～多治比猿掛城跡　ほか



図 9-1　史跡の整備の方法（主として本質的価値を構成する要素の保存・活用に関わる整備）
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第 10 章　運営・体制の整備

第１節　運営・体制の整備の方向性

史跡の確実な保存及び適切な活用のため，史跡の管理を中心的に担う安芸高田市（担
当：教育委員会生涯学習課）が先導し，土地所有者，市民・地域活動団体が連携する運
営・体制の充実・強化を図る。合わせて，史跡の管理団体として安芸高田市が指定され
るよう，体制（態勢）の強化や国・県との協議に取り組む。
また，学識経験者や高等教育機関による専門的な職能のネットワークづくりに加え，
安芸高田市出身者や毛利氏，郡山城跡に関心のある人々の人的なネットワークづくりに
取り組み，幅広い協力や支援・連携の体制の構築に努める。
さらに，子どもたちを含め市民等（市外からの来訪者を含む）への郡山城跡をはじめ
とした文化財に関わる情報提供や啓発に取り組むとともに，郡山城跡の維持管理，活用
の取組への市民等の協力や参加を促進し，前記の取り組みと合わせて地域総ぐるみの体
制を構築する。

第２節　運営・体制の整備の方法

■史跡の管理体制（態勢）の充実（管理団体）
史跡の管理団体として安芸高田市が指定されるよう，庁内の合意形成及び方針決定を
行い，国・県と協議し申請を行う。
管理団体として，調査・研究から運営に至る方針決定や施策・事業の推進が一貫して
行えるよう体制を充実させる。
調査・研究に関しては，その実施と合わせて成果を郡山城跡の学術的価値を高めるこ
と，及び郡山城跡全体や個々の郭・その他遺構の価値付けにつなげ，保存・活用・整備
及び運営に活かしていけるようにする。
保存管理（維持管理）に関しては，甲立古墳などを含め定期的な点検や森林・植生の
管理などを含め，具体に体制を整備 ･充実させる。
活用に関しては，安芸高田市歴史民俗博物館との連携 ･役割分担を図りながら，体制
を充実させる。
■庁内連携体制及び関係機関との連携
史跡の管理を中心的に担う安芸高田市として，その事務事業を担当する教育委員会生
涯学習課が中心となって，文化財保護，学校教育，社会教育の連携を図るとともに，観
光振興，コミュニティづくりの部門を含め，史跡の保存・活用に関わる庁内連携体制の
強化に努める。
また，文化財保護に関して国・県との連携を図り，適宜相談し，指導・助言を得られ
るようにするとともに，史跡整備の支援確保に努める。
■土地所有者等との連携
土地所有者，管理者への情報の提供を図りながら，追加指定や史跡の保存・活用・整
備への理解と協力を得られる関係づくりに努める。
■調査・研究から保存・活用・整備及び運営に至る専門的な体制づくり
郡山城跡に関わる調査・研究，史料の収集・整理，保存・活用・整備及び運営を適切
かつ効果的に進めるため，国・県，大学等高等教育機関・研究機関，学識経験者・専門
家の協力・支援を得られるように組織的・人的ネットワークを充実・強化する。
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また，毛利氏や郡山城跡と関わりを有する自治体・地域との交流に努め，前述の高等
教育機関・研究機関を含めて研究や講演会・シンポジウムの開催ができる連携体制づく
りを検討する。
■郡山城跡の点検体制づくり（通常及び災害時）
郡山城跡の遺構や園路，休憩施設の状況（き損を含む），樹木，下草の状況を定期的
に点検・把握する郡山城跡巡視員の設置を図る。
また，豪雨時等の直後において被害の有無，災害の状況を把握し，復旧に対応する仕
組み・体制（態勢）の充実を図る。
■市民等への情報の提供・発信及び啓発の体制づくり
多様な情報媒体を活用し，子どもから高齢者まで多様な世代が理解し，興味を持って
もらえるよう，郡山城跡や文化財に関わる情報の提供・発信，啓発を担う体制の充実・
強化に努める。
また，文化財に関する学習機会の拡充や啓発を進めるため，文化財部門と学校教育，
社会教育の連携の充実・強化を図る。
さらに，文化財保護や観光振興の部門が連携し，安芸高田市の歴史文化情報・観光情
報を一元的に提供・発信する体制の充実・強化を図るとともに，外国語併記による情報
の提供・発信を検討する。
■市民，地域活動団体の参加・協働の促進（体制，仕組み，活動の展開）
郡山城跡の保存・活用に関する取組への地域住民をはじめとした市民，地域活動団体
の協力や参加を促進するとともに，行政，市民・地域活動団体が連携した体制と取組の
展開に努める。
その中では，日常的・定期的な史跡の清掃美化・草刈り，見学・周遊ルートや便益施
設の点検に関して，市民・地域活動団体の協力・参加が得られるような仕組みを検討する。
また，安芸高田市観光協会や地域活動団体と関係する情報の共有化を進めながら，郡山
城跡を活かした地域活動，観光振興の取組の促進に努める。
■郡山城跡の保存・活用を支援・応援する人的なネットワークづくり
郡山城跡を含め安芸高田市の魅力の情報を広く提供・発信しながら，市民や安芸高田
市出身者，さらには市域外における毛利氏や郡山城跡に関心のある人々による，郡山城
跡の保存・活用を支援・応援する人的なネットワークづくりに努める。
■文化財の保存・活用に向けた地域総がかりの体制づくり
郡山城跡の保存・活用をより実効性を持って進めるため，安芸高田市と市民・地域活
動団体，及び大学等高等教育機関・研究機関，学識経験者・専門家が協力・連携した地
域総がかりの体制を構築する。
また，市域外の人々・団体（安芸高田市出身者，来訪者，毛利氏・郡山城跡に関心の
ある人，歴史に関わる団体ほか）の協力・支援・参加を促進し，地域総がかりの体制を
充実・強化する。
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図 10-1　郡山城跡の保存・活用に関わる運営・体制
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第 11 章　施策の実施計画の策定・実施

第１節　施策の実施計画の策定

第７章（史跡の保存）～ 10 章（運営・体制の整備）に定めた方向性・方法を具体化
するため，実施すべき施策の項目を整理し，それらの実施を目指す期間を示す。
計画期間は第 1章第３節において，令和３年度 (2021) から令和 12 年度 (2030) の 10 か
年としており，前期と後期に分ける。
このうち前期の５か年を短期とし，この期間においては史跡利用の環境整備を優先的
な目標とし，それと連動及びこれまでの取組を継続・拡充させながら，保存・活用を図る。
後期の５か年は中期とし，短期での保存・整備・活用，運営・体制の整備の取組・成
果及び積み残した取組・課題を踏まえ，計画に位置づけている取組について優先順位を
検討し，着実な実施を目指す。特に，遺構整備については，長期的な観点からの方針決
定や事業計画，調査が必要なことから，短期的な整備は難しいが，中期において可能な
整備に取り組むこととする。
なお，中期から短期への取組の前倒しには，柔軟に対応する。
それ以降（長期）については，短期・中期における保存・整備・活用，運営・体制の
整備の取組・成果を検証するとともに，その時点での整備の状況や新たな課題を踏まえ
て，積み残した取組や新たな取組への対応，維持管理の持続的な実施に取り組む。
こうした期間に基づき，計画期間について施策の実施計画を総括表としてまとめる。

区分・施策 短期：５か年
（2021 年度～ 2025 年度）

中期：５か年
（2026 年度～ 2030 年度）

史
跡
の
保
存
（
保
存
管
理
）

追加指定

土地の公有化

日常的・定期的な
維持管理や点検へ
の対応
調査・研究

発掘調査等の考古学的調査

現状変更への対応

表 11-1 施策の実施計画の総括表：計画期間 10か年（2021 年度～ 2030 年度）　� 1/4

※黒の実線：実施又は実施予定
　灰色の実線：維持管理や取組の態勢確保（例：調査の態勢確保，現状変更への対応）
　破線：実施の可能性，取組の有無を今後検討，積み残した場合の取組
　施策の太字（ゴシック）は，重点的に取り組む事項を示す。
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区分・施策 短期：５か年
（2021 年度～ 2025 年度）

中期：５か年
（2026 年度～ 2030 年度）

史
跡
の
活
用

学校教育における
史跡の活用
生涯学習（社会教
育）における史跡
の活用
市内における歴史
文化のネットワー
クづくり 郡山城跡及びその周辺 市域レベルでのネットワークづくり

市域を越えた広域
的なネットワーク
づくりと文化財の
活用

広島市，北広島町，三原市等との連携
・毛利三兄弟のふるさと連携協議会，毛
利氏関連博物館等施設連携事業推進協
議会等

同左
その他関わりのある都市・地域との広域
的な連携

郡山城跡や毛利氏
を活かした観光振
興・地域おこし
ガイダンス機能の
整備
※�整備と一体的な取
組

安芸高田市歴史民俗博物館の充実・強化
道の駅の情報提供機能の充実
多目的な歴史広場（説明板等によるガイ
ダンス機能の確保）

その他公共施設，パンフレット，ガイド
養成

大学等高等教育機
関・研究機関との
連携

史
跡
の
整
備

主
と
し
て
史
跡
の
保
存
の
た
め
の
整
備

遺
構
の
保
存
・
整
備

本質的価値
を構成する
要素の保存・
整備

維持管理
き損した場合の復旧・修理への対応

同左

歴史的環境
を構成する
要素の保存・
整備

維持管理 同左

環
境
整
備
（
保
存
）

保存施設（説
明板）の整
備

劣化・破損している修繕 劣化・破損している修繕
動線整備と合わせた説明板の新設の検討

雨水排水対策
（防災・遺構
保存・環境保
全対策）

点検・維持管理（必要に応じて復旧） 同左

未谷一帯の雨水排水対策

園路の整備
（遺構のき損
防止）

二の丸，御蔵屋敷，厩の壇：盛土・階段
等の整備 その他の郭（特に切岸）のき損防止

維持管理施
設の整備 既設の倉庫の維持管理

用具・備品の充実
同左
新たな倉庫の整備の検討

森林の保全・
管理と安全・
防災対策

森林の保全・管理 森林の保全・管理
竹林の侵食抑制や樹種転換

鳥獣被害防
止対策 鳥獣被害への対応（必要に応じて復旧）

防護柵の試行
同左

環境美化や
防火・防犯
対策

清掃美化，草刈り
注意札，啓発

同左
防犯設備の整備の検討

表 11-1 施策の実施計画の総括表：計画期間 10か年（2021 年度～ 2030 年度）� 2/4
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区分・施策 短期：５か年
（2021 年度～ 2025 年度）

中期：５か年
（2026 年度～ 2030 年度）

史
跡
の
整
備

主
と
し
て
史
跡
の
活
用
に
関
わ
る
整
備

遺
構
の
表
現

蓮池等の露
出 展 示（ 満
願寺跡）

満願寺跡の蓮池，石列の露出展示（保存
対策），維持管理

蓮池，石列の維持管理
礎石（建物跡），その他の露出展示の検討

井戸の露出
展示や表示 釣井の壇の井戸の維持管理 維持管理

井戸枠の修繕・更新
その他の井戸の展示の検討

登城路の再
現・整備 難波谷～尾崎丸 御里屋敷跡伝承地付近～勢溜の壇
屋外展示施
設の整備の
検討

屋外展示の郡山（郡山城跡）一帯の地形
模型の設置の検討

環
境
整
備
（
活
用
）

史跡指定地
等からの眺
望の確保

３箇所の眺望点からの展望の確保，展望
説明板やベンチの整備・更新，樹木の維
持管理

眺望点の維持管理
展望説明板やベンチの更新

御里屋敷跡
伝承地の整
備の検討

史跡のエントランス・導入ゾーンとしての
整備の検討（空間・土地利用の段階的な実現）
調査・研究により往時の状況が確認でき
た場合には，それを表現する整備や説明
板の整備を検討

園路の整備
遺構のき損防止：二の丸，御蔵屋敷，厩
の壇（再掲）
難波谷～尾崎丸（再掲）

その他の箇所・ルート

園路の維持管理（樹林整備を含む） 同左
馬場，妙玖庵跡へのアクセスの検討

案内表示板
の維持管理
と 整 備（ 更
新）

案内板，説明板，誘導標識の維持管理
修繕・更新
※前記「保存施設（説明板）の整備」と
一体的に対応

維持管理
修繕・更新
馬場，妙玖庵跡へのアクセスの確保と合
わせた説明板の整備の検討

便益施設の
整備・充実 トイレ，休憩所，ベンチの維持管理，必

要に応じた修繕・更新
同左
新たな便益施設（あずまや）
馬場，妙玖庵跡等へのアクセスの確保と
合わせたベンチの整備の検討

ガイダンス
及 び 収 蔵・
展示機能の
整備・充実
※�活用と一体
的な取組

安芸高田市歴史民俗博物館のガイダンス
機能の充実
道の駅「三矢の里」（休憩情報発信棟）
の郡山城跡の情報提供機能の充実
多目的な歴史広場（説明板等によるガイ
ダンス機能の確保）の整備

維持管理，機能の充実
安芸高田市役所等における歴史文化の紹
介・情報提供スペースの確保

歴史広場（仮
称）の確保・
整備

ガイダンス機能（説明板等）を備えた歴
史広場（仮称）の確保・整備
休憩・交流等の機能も備えた多目的な広場

屋外展示施設（地形模型）の設置候補地
の一つとして，その具体化を検討

人にやさし
い環境づく
り

表 11-1 施策の実施計画の総括表：計画期間 10か年（2021 年度～ 2030 年度）� 3/4
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表 11-1 施策の実施計画の総括表：計画期間 10か年（2021 年度～ 2030 年度）� 4/4

区分・施策 短期：５か年
（2021 年度～ 2025 年度）

中期：５か年
（2026 年度～ 2030 年度）

史
跡
の
整
備

主
と
し
て
史
跡
の
活
用
に
関
わ
る
整
備

環
境
整
備
（
活
用
）

情報提供機
能の充実と
来訪者・外
国人観光客
への対応

パンフレットの作成
ＩＣＴの活用

パンフレットの必要に応じた更新
ＩＣＴの活用
外国人観光客への対応の検討

史跡へのア
クセスの円
滑化

誘導標識
民間駐車場の利用についての協議

旧城下町・
吉田地域～
安芸高田市
の広がりの
中での周遊
ルートの整
備・充実

郡山城跡及び周辺における周遊ルートの
維持管理

山城跡及び周辺における周遊ルートの維
持管理，案内表示板の修繕・更新

周遊ルートにおける案内表示板の新設，
維持管理

運
営
・
体
制
の
整
備

史跡の管理体制（態
勢）の充実 史跡の管理団体としての申請 管理体制（態勢）の充実
庁内連携体制及び
関係機関との連携
土地所有者等との
連携
調査・研究から保
存・活用・整備及
び運営に至る専門
的な協力体制づく
り

協力体制の充実 同左

郡山城跡の点検体
制づくり（通常及
び災害時） 体制づくり→点検体制（態勢）の充実 点検体制（態勢）の充実

市民等への情報提
供・発信及び啓発
の体制づくり
市民・地域活動団
体の参加・協働の
促進 維持管理や活用における連携・協働の取組 同左

郡山城跡の保存・
活用を支援・応援
する人的なネット
ワークづくり
文化財の保存・活用
に向けた地域総が
かりの体制づくり 体制づくり（活動展開） 体制（活動）の充実
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第２節　施策・事業の実施への対応

今後，郡山城跡に関わる調査・研究，遺構整備，史跡利用のための環境整備，追加指
定や土地の公有化を円滑に進めるためには，限られた予算と人員を有効に活用する観点
を持ちながら，次のような施策・事業の実施のための課題に対応することが求められる。

■必要な予算の確保
郡山城跡の保存・活用，とりわけ整備を計画的に進めるためには，国，県との緊密な
連携のもとに，必要な財源の適正な確保に努める必要がある。
このため，事業の必要性やねらい，効果を明確にし，計画的 ･効率的な事業計画を作
成し，事業費の確保を図る。
また，郡山城跡など文化財の保存管理 ･活用・整備に関しても，ふるさと納税やクラ
ウドファンディング（インターネットを通じて不特定多数の人に資金提供を呼びかけ，
賛同した人から資金を集める方法）の活用を研究する。
■優先順位の設定と効果的な事業実施
郡山城跡の保存・活用に関わる施策・事業は，多岐にわたっており，集中と選択の考
え方を考慮しながら，施策 ･事業を実施する必要がある。
このため，前記の「施策の実施計画」（具体化を目指す取組）を踏まえ，優先順位を
検討して年次計画（実施計画）を立案し，効率的かつ効果的に施策 ･事業の実施を図る。
■計画（施策・事業）の進行管理
計画（施策・事業）を円滑かつ効果的に進めるためには，その進行管理を徹底する必
要がある。
このため，定期的な経過観察や，事業の中間点，終了時点又は毎年度において，施策・
事業の達成状況，効果，課題の把握・評価を行い，当該計画・事業の改善・見直し，関
係する他の事業への反映に努める。
また，各種事業の検証・見直しに関しては，ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・
改善）の考え方を取り入れ，計画・事業の推進や適切な見直しを行う。
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第 12 章　経過観察

第１節　経過観察の方向性

史跡を確実に保存し，有効に活用するためには，市民・地域活動団体の協力と参加を
得ながら，将来にわたり持続的に保存（保存管理）に取り組み，計画的に公開・活用や
整備を行っていくことが必要であり，そのための運営・体制の整備も求められる。
また，限られた財源を有効に活用する視点が不可欠であり，中長期的な視点で保存（保
存管理）や整備・活用などの取組を充実させるとともに，その成果を高めていくことが
重要である。
このため，施策・事業の定期的な経過観察を行うことで，基本理念に立ち返り，現況
を把握・分析し，問題点を改善していくことが求められる。
この経過観察は安芸高田市（教育委員会生涯学習課）が中心となって実施する。また，
教育委員会における生涯学習課と学校教育課，及び総務部（生活安全など），企画振興
部（財政，まちづくりなど），市民部（多文化共生など），福祉保健部（健康づくりなど），
産業振興部（観光振興など），建設部（道路整備など）などの関係部署と連携しながら，
郡山城跡の保存・活用・整備に関わる取組に関して，その担当課において責任を持って
経過観察を行い，教育委員会生涯学習課が事務局機能を担い情報の整理・共有化及び協
議を行うこととする。
また，市民・地域活動団体が主体となった取組（活動）については，教育委員会生涯
学習課が，その取組内容や進捗状況，成果などを聞き取り，経過観察として整理する。
こうした経過観察の結果（評価）は，ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき，計画の実
施，修正・改善の基礎的資料・判断材料としていく。

図 12-1　計画策定に関わるＰＤＣＡサイクルの考え方と経過観察
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第２節　経過観察の方法

１　経過観察の基本的な内容と手順

経過観察は，教育委員会生涯学習課が事務局となり担当課が責任を持って，大きくは
次の３段階で取り組む。
○ステップ１：現状把握及び施策・事業の実現状況の確認
○ステップ２：実施した施策・事業の妥当性・効果の確認及び評価
○ステップ３：基本理念への寄与と改善点・課題の把握

　　

２　経過観察の内容

前記の３つの段階（ステップ１～３）ごとに，経過観察の内容を整理する。
なお，経過観察の全体的な調整・取りまとめと情報の共有化，及び連携・協議の場の
確保は，教育委員会生涯学習課が中心となって行う。

（１）現状把握及び施策・事業の実現状況の確認（ステップ 1）
史跡指定地及び必要に応じて取り巻く環境（史跡周辺地域）の現状を把握する。また，
郡山城跡に関わる施策・事業の実施の有無，実施していない事項の確認を行う。
基本的な点検指標や点検・確認の方法，時期については，次の表のように設定する。
今後，実際に経過観察を行うに際しては，必要に応じてこの手法を基本に詳細な内容
又は新たな指標を設定するとともに，それぞれの指標に対応した経過観察シートを作成
する。なお，ステップ 1における実施状況の把握は，ステップ２の「実施した施策・事

【経過観察の基本的な内容と手順（段階）及び展開】
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業の妥当性・効果の確認」に資するよう，実施の有無だけでなく，状況・内容も把握する。
また，新たな施設整備，その他の取組を行った場合には，必要に応じてそれらに関す
る指標の設定を検討する。

表 12-1　施策・事業の実現状況の確認に関する基本的指標と経過観察の手法　　　　� 1/3

分
野

経過観察の基本的指標
（実施の有無，状況・内容の把握）

経過観察の手法

方法，点検主体 時期・期間
１�

保
存
（
保
存
管
理
）

調
査
・
研
究

1-1
資料調査を実施したか。

○教育委員会生涯学習課（以下この
表では「生涯学習課」という。）
による把握・確認

毎年度

1-2
資料調査の成果を公開したか。

同上 毎年度

1-3
各種調査によって郡山城跡に関して
解明された点，新たに提示された点
はあるか。

同上 毎年度

1-4
本質的価値を構成する要素（Ａ）は確実
に保存されているか（き損の有無）。

○生涯学習課，郡山城跡巡視員によ
る定期的な及び災害時における点
検・記録

季節ごと（原則，
２～４回／年）
災害時

○郡山城史跡ガイド協会等との連携
⇒点検に関する情報の生涯学習課
への提供

下 記 の「1-5，
1-6」と合わせ
て対応

1-5
樹木・下草は，どのような状況か。
　・下草の繁茂の状況
　・樹木の繁茂及び景観（眺望）の状況

○生涯学習課，郡山城跡巡視員によ
る定期的な点検・記録
○郡山城史跡ガイド協会等との連携
（再掲）

上 記「1-4」 と
一体的に点検・
記録

○草刈り，清掃美化の活動の実施⇒
それと一体的に点検を検討

年数回（夏期，
その他）

1-6
史跡指定地及びその周辺の環境美化，景
観の状況はどうか。
　・ゴミの散乱，不法投棄の有無　
　・落書きの有無

○生涯学習課，郡山城跡巡視員によ
る定期的な点検・記録
○郡山城史跡ガイド協会等との連携
（再掲）

上 記「1-4」 と
一体的に点検・
記録

1-7
追加指定に向けた取組は行っているか。

○生涯学習課による確認 毎年度（追加指
定されるまで）

1-8
現状変更等の申請はあったか，適切に対
応したか。

○生涯学習課による確認 毎年度

1-9
史跡指定地やその周辺において，災害や
事故・事件は起きなかったか。

○危機管理課，生涯学習課による把
握・確認

毎年度
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分
野

経過観察の基本的指標
（実施の有無，状況・内容の把握）

経過観察の手法

方法，点検主体� 時期・期間
２�

活
用

2-1
郡山城跡などに関する情報の提供・発信
をどの程度行ったか。

○生涯学習課，政策企画課（広報・
ICT），商工観光課などによる把
握・確認（集約・整理は生涯学習
課

毎年度

2-2
学校教育において活かされているか。

○学校教育課による把握・確認
・現地での体験学習の場（機会）
の確保
・小・中学校における授業
・副読本の活用

毎年度

2-3
社会教育（生涯学習）において活かされ
ているか。

○生涯学習課による把握・確認
・現地での体験学習の場（機会）
の確保
・講演会の開催

毎年度

2-4　
観光振興・地域起こし
・来訪者・利用者数・団体（観光客）は
どのぐらいか。

○生涯学習課，商工観光課による把
握（集約・整理は生涯学習課）

毎年又は毎年度
の集計・整理

2-5
ガイダンス機能の整備・充実に取り組ん
だか。

○生涯学習課による把握・確認
・安芸高田市歴史民俗博物館にお
ける取組
・説明板の整備・充実
・パンフレットの活用
・その他情報提供（発信）

毎年度

2-6
郡山城跡と他の文化財，観光資源をつな
いだ利活用は行われているか。

○生涯学習課，商工観光課による把
握・確認（集約・整理は生涯学習課）
○来訪者へのアンケート調査の検討
（実際にどのような利用がされて
いるか）
・安芸高田市歴史民俗博物館での
実施を検討

毎年度
※アンケート調
査は計画期間
中に２～３回
程度

３�

整
備

主として
史跡の保
存のため
の整備

3-1
本質的価値を構成する要素
（Ａ）の保存に関する整備は
行っているか。

○生涯学習課による把握・確認
・き損箇所の復旧
・遺構の表現

毎年度

3-2
本質的価値を構成する要素以
外の保存に関する整備は行っ
ているか。

○生涯学習課による下記の事項の把
握・確認
・保存施設（説明板）の整備（新
設，修繕・更新）
・本質的価値と一体的に歴史的環
境を構成する要素（Ｂ）の保存
に関する整備（復旧）

事業を予定して
いる年度

�表 12-1　施策・事業の実現状況の確認に関する基本的指標と経過観察の手法　　� 2/3
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表 12-1　施策・事業の実現状況の確認に関する基本的指標と経過観察の手法� 3/3

分
野

経過観察の基本的指標
（実施の有無，状況・内容の把握）

経過観察の手法

方法，点検主体�� 時期・期間
３�

整
備

主として
史跡の活
用に関わ
る整備

3-3
遺構の表現を行ったか。
・蓮池等の露出展示
・井戸跡の表示　等々

○生涯学習課による把握・確認
○実施した場合は専門家による確認

事業を予定して
いる年度

3-4
屋外展示施設（郡山城跡の地
形模型）を整備したか。

○生涯学習課による把握・確認 事業を予定して
いる年度

3-5
登山道（登城路を含む）・遊
歩道の整備（復旧）を行った
か。

○生涯学習課による把握・確認 毎年度

3-5
案内表示板の維持管理と整備
（更新）を行ったか。

○生涯学習課による把握・確認 毎年度

3-6
郡山城跡からの眺望の確保を
行ったか。

○生涯学習課による把握・確認
・眺望の状況
・樹林の管理（間伐，枝打ち）

毎年度

3-7
情報提供機能の充実・強化と
外国人観光客等への対応は行
われたか。

○生涯学習課，政策企画課（広報・
ＩＣＴ），商工観光課等による把
握・確認（集約・整理は生涯学習課）
・ＩＣＴの活用，ＨＰの充実
・パンフレット，マップの作成
・外国語による情報提供・発信

毎年度

3-8
ガイダンス機能の整備・充実
に取り組んだか。（再掲）

※活用の「2-4」を参照 毎年度

４�

運
営
・
体
制
の
整
備

4-1
史跡の管理団体となるよう取り組んでい
るか。

○生涯学習課による把握・確認 毎年度（管理団
体に指定される
まで）

4-2
市民等への郡山城跡（文化財）に関わる
情報の提供・発信及び啓発を行っている
か。

○生涯学習課による把握・確認 毎年度

4-3
郡山城跡の保存・活用に関して，市民・
地域活動団体との連携，協働の取組は行
われているか。

○生涯学習課による把握・確認 毎年度

4-4
郡山城跡などに関わる近隣市町，及び広
域的な連携は図られているか。

○生涯学習課による把握・確認 毎年度
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（２）実施した施策・事業の妥当性・効果の確認及び評価（ステップ２）
実施した施策・事業は円滑に進められているか，効果はどうかの確認・評価を，次に
示す判断基準（視点）と方法をもとに行う。

ア　保存に関わる施策・事業の妥当性・効果
【妥当性・効果の判断基準（視点）】
○本質的価値を構成する要素（Ａ）の保存・整備，遺構の保存の方法は適切であるか。
○�本質的価値と一体的に又は関連して歴史的環境を構成する要素（Ｂ）の保存・整備
の方法は適切であるか。
○自然環境を構成する要素（Ｃ）の整備（森林の管理）の方法は適切であるか。
・遺構（構成要素Ａ・Ｂ）の保存に影響はないか（樹木によるき損）。
・防災面への影響はないか。
・森林の整備（間伐，枝打ち）が史跡の環境・景観に影響していないか。
○調査・研究の方法や内容は適切であるか。
○史跡の点検の方法や記録の整理，点検結果の活用・公開は適切であるか。

【確認・評価の方法】
○教育委員会生涯学習課による確認・評価
○外部評価：文化財保護審議会，郡山城跡に関わる委員会，専門家
○原則，毎年度，施策・事業の妥当性・効果を把握（分析）

イ　活用に関わる施策・事業の妥当性・効果
【妥当性・効果の判断基準（視点）】
○市民・来訪者の史跡（文化財）に関する知識・理解，及び満足度は高まっているか。
○史跡の来訪者・利用者は増えているか。
○�ボランティアガイド（観光ガイド）やその利用は増えているか。利用者の評価はど
うか。
○学校教育，生涯学習（社会教育）での学びの場・対象として，効果を発揮しているか。
○情報の提供・発信の方法や内容は適切であるか，効果を発揮しているか。
○史跡の利用は適切に行われているか。
・ルールを逸脱した行為はないか
・遺構や園路，施設・設備をき損していないか

【点検・確認の方法】
○アンケート調査又はヒアリング調査の実施（定期的な実施の検討）
○教育委員会生涯学習課及び関係部局による確認・評価（生涯学習課による集約・整理）
○関係する地域活動団体による確認・評価（生涯学習課による集約・整理）
○外部評価：文化財保護審議会，郡山城跡に関わる委員会，専門家
○原則，毎年度，施策・事業の妥当性・効果を把握（分析）
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ウ　整備に関わる施策・事業の妥当性・効果
【妥当性・効果の判断基準（視点）】
○�郡山城跡路山城跡の復旧や遺構の表現は，適正に行われ，保存・活用に効果を発揮
しているか。
○�自然環境を構成する要素（樹木）の整備の方法は適切であるか。（再掲：「保存」を
参照）
○�遺構の表現（展示，表示，復元）は，本質的価値の顕在化，来訪者の理解につながっ
ているか。
○公開・活用のための施設は，利用者の利便性・快適性に寄与しているか。

【点検・確認の方法】
※「イ　活用に関わる施策・事業の妥当性・効果」に準じる。

エ　運営・体制の整備に関わる施策・事業の妥当性・効果
【妥当性・効果の判断基準（視点）】
○保存（保存管理）・活用の体制は適切か，効果を発揮しているか。
○文化財に関する市民等への情報の提供や啓発，地域活動への支援は，適切であるか，
効果を発揮しているか。
○市民・地域活動団体との連携，協働の取組は進んでいるか，効果を発揮しているか。
○国，県との情報の共有化，連携の方法と内容は適切か。
【点検・確認の方法】
※「イ　活用に関わる施策・事業の妥当性・効果」に準じる。

（３）基本理念への寄与と改善点・課題の把握（ステップ３）
実施した施策・事業は基本理念「毛利氏の歴史文化を今に伝える郡山城跡の価値と特
色を市民・地域の支えで永く守り，活かす」に，どの程度寄与しているかの評価を行う。
その方法としては，ステップ１，２の結果及び郡山城跡に関わる委員会，その他学識
経験者や市民・地域活動団体の意見を踏まえながら，教育委員会生涯学習課が中心となっ
て，関係部局による協議を行い総合的に評価・判断する。
なお，施策・事業を実施し，すぐに基本理念に寄与するとは限らず，時間をおいて効
果を発揮する場合，施策・事業の積み重ねで効果が顕在化する場合があることから，３
年後，５年後，一定期間，間隔を空けながら，継続的に評価・判断する。
さらに，分野（基本的指標）ごとの個別的な評価，総合的な評価・判断を踏まえなが
ら，積み残した課題，新たな課題を把握し，ＰＤＣＡサイクルを活用し，施策・事業の
改善に反映させるとともに，必要に応じて本計画の見直しを検討する。
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郡山城跡測量図（等高線図）
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1：3,500

郡山城跡測量図（遺構平面図）
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1：4,500

郡山城跡赤色立体地図
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文化財保護法及び関連法令（抜粋）

　文化財保護法及び関連法令のうち，保存活
用計画に関係する条文を掲載する。

文化財保護法（抜粋）
昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号
最終改正：�令和２年６月３日（公布年月日：令和２年

６月 10 日）
・令和２年法律第 41 号による改正（地域
の自主性及び自立性を高めるための改革
の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律）

第一章　総則
（この法律の目的）
第一条　この法律は，文化財を保存し，且つ，その活
用を図り，もつて国民の文化的向上に資するととも
に，世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

（文化財の定義）
第二条　この法律で「文化財」とは，次に掲げるもの
をいう。
一　建造物，絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，古
文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて
歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのもの
と一体をなしてその価値を形成している土地その
他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の
学術上価値の高い歴史資料（以下「有形文化財」
という。）
二　演劇，音楽，工芸技術その他の無形の文化的所
産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高い
もの（以下「無形文化財」という。）
三　衣食住，生業，信仰，年中行事等に関する風俗
慣習，民俗芸能，民俗技術及びこれらに用いられ
る衣服，器具，家屋その他の物件で我が国民の生
活の推移の理解のため欠くことのできないもの
（以下「民俗文化財」という。）
四　貝づか，古墳，都城跡，城跡，旧宅その他の遺
跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高い
もの，庭園，橋梁�，峡谷，海浜，山岳その他の
名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の
高いもの並びに動物（生息地，繁殖地及び渡来地
を含む。），植物（自生地を含む。）及び地質鉱物
（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で
我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記
念物」という。）
五　地域における人々の生活又は生業及び当該地域

の風土により形成された景観地で我が国民の生活
又は生業の理解のため欠くことのできないもの
（以下「文化的景観」という。）
六　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成し
ている伝統的な建造物群で価値の高いもの（以下
「伝統的建造物群」という。）

２　この法律の規定（第二十七条から第二十九条まで，
第三十七条，第五十五条第一項第四号，第百五十三
条第一項第一号，第百六十五条，第百七十一条及び
附則第三条の規定を除く。）中「重要文化財」には，
国宝を含むものとする。
３　この法律の規定（第百九条，第百十条，第百十二
条，第百二十二条，第百三十一条第一項第四号，第
百五十三条第一項第七号及び第八号，第百六十五条
並びに第百七十一条の規定を除く。）中「史跡名勝
天然記念物」には，特別史跡名勝天然記念物を含む
ものとする。

（政府及び地方公共団体の任務）
第三条　政府及び地方公共団体は，文化財がわが国の
歴史，文化等の正しい理解のため欠くことのできな
いものであり，且つ，将来の文化の向上発展の基礎
をなすものであることを認識し，その保存が適切に
行われるように，周到の注意をもつてこの法律の趣
旨の徹底に努めなければならない。

（国民，所有者等の心構）
第四条　一般国民は，政府及び地方公共団体がこの法
律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力し
なければならない。
２　文化財の所有者その他の関係者は，文化財が貴重
な国民的財産であることを自覚し，これを公共のた
めに大切に保存するとともに，できるだけこれを公
開する等その文化的活用に努めなければならない。
３　政府及び地方公共団体は，この法律の執行に当つ
て関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければ
ならない。

第七章　史跡名勝天然記念物
（指定）
第百九条　文部科学大臣は，記念物のうち重要なもの
を史跡，名勝又は天然記念物（以下「史跡名勝天然
記念物」と総称する。）に指定することができる。
２　文部科学大臣は，前項の規定により指定された史
跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡，
特別名勝又は特別天然記念物（以下「特別史跡名勝
天然記念物」と総称する。）に指定することができる。
３　前二項の規定による指定は，その旨を官報で告示
するとともに，当該特別史跡名勝天然記念物又は史
跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者



- 119 -

に通知してする。
４　前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数
で個別に通知し難い事情がある場合には，文部科学
大臣は，同項の規定による通知に代えて，その通知
すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡
名勝天然記念物の所在地の市町村の事務所又はこれ
に準ずる施設の掲示場に掲示することができる。こ
の場合においては，その掲示を始めた日から二週間
を経過した時に同項の規定による通知が相手方に到
達したものとみなす。
５　第一項又は第二項の規定による指定は，第三項の
規定による官報の告示があつた日からその効力を生
ずる。ただし，当該特別史跡名勝天然記念物又は史
跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者
に対しては，第三項の規定による通知が到達した時
又は前項の規定によりその通知が到達したものとみ
なされる時からその効力を生ずる。
６　文部科学大臣は，第一項の規定により名勝又は天
然記念物の指定をしようとする場合において，その
指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値
の高いものであるときは，環境大臣と協議しなけれ
ばならない。

（仮指定）
第百十条　前条第一項の規定による指定前において緊
急の必要があると認めるときは，都道府県の教育委
員会（当該記念物が指定都市の区域内に存する場合
にあつては，当該指定都市の教育委員会。第百三十
三条を除き，以下この章において同じ。）は，史跡
名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。
２　前項の規定により仮指定を行つたときは，都道府
県の教育委員会は，直ちにその旨を文部科学大臣に
報告しなければならない。
３　第一項の規定による仮指定には，前条第三項から
第五項までの規定を準用する。

（所有権等の尊重及び他の公益との調整）
第百十一条　文部科学大臣又は都道府県の教育委員会
は，第百九条第一項若しくは第二項の規定による指
定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当た
つては，特に，関係者の所有権，鉱業権その他の財
産権を尊重するとともに，国土の開発その他の公益
との調整に留意しなければならない。
２　文部科学大臣又は文化庁長官は，名勝又は天然記
念物に係る自然環境の保護及び整備に関し必要があ
ると認めるときは，環境大臣に対し，意見を述べる
ことができる。この場合において，文化庁長官が意
見を述べるときは，文部科学大臣を通じて行うもの
とする。
３　環境大臣は，自然環境の保護の見地から価値の高

い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必要が
あると認めるときは，文部科学大臣に対し，又は文
部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意見を述べる
ことができる。

（解除）
第百十二条　特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天
然記念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由
のあるときは，文部科学大臣又は都道府県の教育委
員会は，その指定又は仮指定を解除することができ
る。
２　第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名
勝天然記念物につき第百九条第一項の規定による指
定があつたとき，又は仮指定があつた日から二年以
内に同項の規定による指定がなかつたときは，仮指
定は，その効力を失う。
３　第百十条第一項の規定による仮指定が適当でない
と認めるときは，文部科学大臣は，これを解除する
ことができる。
４　第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の解
除には，第百九条第三項から第五項までの規定を準
用する。

（管理団体による管理及び復旧）
第百十三条　史跡名勝天然記念物につき，所有者がな
いか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第
百十九条第二項の規定により選任された管理の責め
に任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適
当であると明らかに認められる場合には，文化庁長
官は，適当な地方公共団体その他の法人を指定して，
当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及
び復旧（当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要
な施設，設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念
物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び
復旧を含む。）を行わせることができる。
２　前項の規定による指定をするには，文化庁長官は，
あらかじめ，指定しようとする地方公共団体その他
の法人の同意を得なければならない。
３　第一項の規定による指定は，その旨を官報で告示
するとともに，当該史跡名勝天然記念物の所有者及
び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方
公共団体その他の法人に通知してする。
４　第一項の規定による指定には，第百九条第四項及
び第五項の規定を準用する。
第百十四条　前条第一項に規定する事由が消滅した場
合その他特殊の事由があるときは，文化庁長官は，
管理団体の指定を解除することができる。
２　前項の規定による解除には，前条第三項並びに第
百九条第四項及び第五項の規定を準用する。
第百十五条　第百十三条第一項の規定による指定を受
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けた地方公共団体その他の法人（以下この章（第百
三十三条の二第一項を除く。）及び第百八十七条第
一項第三号において「管理団体」という。）は，文
部科学省令の定める基準により，史跡名勝天然記念
物の管理に必要な標識，説明板，境界標，囲いその
他の施設を設置しなければならない。
２　史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について，
その土地の所在，地番，地目又は地積に異動があつ
たときは，管理団体は，文部科学省令の定めるとこ
ろにより，文化庁長官にその旨を届け出なければな
らない。
３　管理団体が復旧を行う場合は，管理団体は，あら
かじめ，その復旧の方法及び時期について当該史跡
名勝天然記念物の所有者（所有者が判明しない場合
を除く。）及び権原に基づく占有者の意見を聞かな
ければならない。
４　史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は，正当
な理由がなくて，管理団体が行う管理若しくは復旧
又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み，
妨げ，又は忌避してはならない。
第百十六条　管理団体が行う管理及び復旧に要する費
用は，この法律に特別の定めのある場合を除いて，
管理団体の負担とする。
２　前項の規定は，管理団体と所有者との協議により，
管理団体が行う管理又は復旧により所有者の受ける
利益の限度において，管理又は復旧に要する費用の
一部を所有者の負担とすることを妨げるものではな
い。
３　管理団体は，その管理する史跡名勝天然記念物に
つき観覧料を徴収することができる。
第百十七条　管理団体が行う管理又は復旧によつて損
失を受けた者に対しては，当該管理団体は，その通
常生ずべき損失を補償しなければならない。
２　前項の補償の額は，管理団体（管理団体が地方公
共団体であるときは，当該地方公共団体の教育委員
会）が決定する。
３　前項の規定による補償額については，第四十一条
第三項の規定を準用する。
４　前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴
えにおいては，管理団体を被告とする。
第百十八条　管理団体が行う管理には，第三十条，第
三十一条第一項及び第三十三条の規定を，管理団体
が行う管理及び復旧には，第三十五条及び第四十七
条の規定を，管理団体が指定され，又はその指定が
解除された場合には，第五十六条第三項の規定を準
用する。

（所有者による管理及び復旧）
第百十九条　管理団体がある場合を除いて，史跡名勝

天然記念物の所有者は，当該史跡名勝天然記念物の
管理及び復旧に当たるものとする。
２　前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当
たる所有者は，当該史跡名勝天然記念物の適切な管
理のため必要があるときは，第百九十二条の二第一
項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当
な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の
管理の責めに任ずべき者（以下この章及び第百八十
七条第一項第三号において「管理責任者」という。）
に選任することができる。この場合には，第三十一
条第三項の規定を準用する。
第百二十条　所有者が行う管理には，第三十条，第三
十一条第一項，第三十二条，第三十三条並びに第百
十五条第一項及び第二項（同条第二項については，
管理責任者がある場合を除く。）の規定を，所有者
が行う管理及び復旧には，第三十五条及び第四十七
条の規定を，所有者が変更した場合の権利義務の承
継には，第五十六条第一項の規定を，管理責任者が
行う管理には，第三十条，第三十一条第一項，第三
十二条第三項，第三十三条，第四十七条第四項及び
第百十五条第二項の規定を準用する。

（管理に関する命令又は勧告）
第百二十一条　管理が適当でないため史跡名勝天然記
念物が滅失し，き損し，衰亡し，又は盗み取られる
おそれがあると認めるときは，文化庁長官は，管理
団体，所有者又は管理責任者に対し，管理方法の改
善，保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を
命じ，又は勧告することができる。
２　前項の場合には，第三十六条第二項及び第三項の
規定を準用する。

（復旧に関する命令又は勧告）
第百二十二条　文化庁長官は，特別史跡名勝天然記念
物がき損し，又は衰亡している場合において，その
保存のため必要があると認めるときは，管理団体又
は所有者に対し，その復旧について必要な命令又は
勧告をすることができる。
２　文化庁長官は，特別史跡名勝天然記念物以外の史
跡名勝天然記念物が，き損し，又は衰亡している場
合において，その保存のため必要があると認めると
きは，管理団体又は所有者に対し，その復旧につい
て必要な勧告をすることができる。
３　前二項の場合には，第三十七条第三項及び第四項
の規定を準用する。

（文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等
の施行）
第百二十三条　文化庁長官は，次の各号のいずれかに
該当する場合においては，特別史跡名勝天然記念物
につき自ら復旧を行い，又は滅失，き損，衰亡若し
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くは盗難の防止の措置をすることができる。
一　管理団体，所有者又は管理責任者が前二条の規定
による命令に従わないとき。
二　特別史跡名勝天然記念物がき損し，若しくは衰亡
している場合又は滅失し，き損し，衰亡し，若しく
は盗み取られるおそれのある場合において，管理団
体，所有者又は管理責任者に復旧又は滅失，き損，
衰亡若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当
でないと認められるとき。
２　前項の場合には，第三十八条第二項及び第三十九
条から第四十一条までの規定を準用する。

（補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付
金）
第百二十四条　国が復旧又は滅失，き損，衰亡若しく
は盗難の防止の措置につき第百十八条及び第百二十
条で準用する第三十五条第一項の規定により補助金
を交付し，又は第百二十一条第二項で準用する第三
十六条第二項，第百二十二条第三項で準用する第三
十七条第三項若しくは前条第二項で準用する第四十
条第一項の規定により費用を負担した史跡名勝天然
記念物については，第四十二条の規定を準用する。

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）
第百二十五条　史跡名勝天然記念物に関しその現状を
変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為をしよう
とするときは，文化庁長官の許可を受けなければな
らない。ただし，現状変更については維持の措置又
は非常災害のために必要な応急措置を執る場合，保
存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である
場合は，この限りでない。
２　前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は，文
部科学省令で定める。
３　第一項の規定による許可を与える場合には，第四
十三条第三項の規定を，第一項の規定による許可を
受けた者には，同条第四項の規定を準用する。
４　第一項の規定による処分には，第百十一条第一項
の規定を準用する。
５　第一項の許可を受けることができなかつたことに
より，又は第三項で準用する第四十三条第三項の許
可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者
に対しては，国は，その通常生ずべき損失を補償する。
６　前項の場合には，第四十一条第二項から第四項ま
での規定を準用する。
７　第一項の規定による許可を受けず，又は第三項で
準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件
に従わないで，史跡名勝天然記念物の現状を変更し，
又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対して
は，文化庁長官は，原状回復を命ずることができる。
この場合には，文化庁長官は，原状回復に関し必要

な指示をすることができる。
（関係行政庁による通知）
第百二十六条　前条第一項の規定により許可を受けな
ければならないこととされている行為であつてその
行為をするについて，他の法令の規定により許可，
認可その他の処分で政令に定めるものを受けなけれ
ばならないこととされている場合において，当該他
の法令において当該処分の権限を有する行政庁又は
その委任を受けた者は，当該処分をするときは，政
令の定めるところにより，文化庁長官（第百八十四
条第一項又は第百八十四条の二第一項の規定により
前条第一項の規定による許可を都道府県又は市町村
の教育委員会が行う場合には，当該都道府県又は市
町村の教育委員会）に対し，その旨を通知するもの
とする。

（復旧の届出等）
第百二十七条　史跡名勝天然記念物を復旧しようとす
るときは，管理団体又は所有者は，復旧に着手しよ
うとする日の三十日前までに，文部科学省令の定め
るところにより，文化庁長官にその旨を届け出なけ
ればならない。ただし，第百二十五条第一項の規定
により許可を受けなければならない場合その他文部
科学省令の定める場合は，この限りでない。
２　史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認める
ときは，文化庁長官は，前項の届出に係る史跡名勝
天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言を与え
ることができる。

（環境保全）
第百二十八条　文化庁長官は，史跡名勝天然記念物の
保存のため必要があると認めるときは，地域を定め
て一定の行為を制限し，若しくは禁止し，又は必要
な施設をすることを命ずることができる。
２　前項の規定による処分によつて損失を受けた者に
対しては，国は，その通常生ずべき損失を補償する。
３　第一項の規定による制限又は禁止に違反した者に
は，第百二十五条第七項の規定を，前項の場合には，
第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

（管理団体による買取りの補助）
第百二十九条　管理団体である地方公共団体その他の
法人が，史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は
建造物その他の土地の定着物で，その管理に係る史
跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要が
あると認められるものを買い取る場合には，国は，
その買取りに要する経費の一部を補助することがで
きる。
２　前項の場合には，第三十五条第二項及び第三項並
びに第四十二条の規定を準用する。
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（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定）
第百二十九条の二　史跡名勝天然記念物の管理団体又
は所有者は，文部科学省令で定めるところにより，
史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画
（以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。）
を作成し，文化庁長官の認定を申請することができ
る。
２　史跡名勝天然記念物保存活用計画には，次に掲げ
る事項を記載するものとする。
一　当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地
二　当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のため
に行う具体的な措置の内容
三　計画期間
四　その他文部科学省令で定める事項
３　前項第二号に掲げる事項には，当該史跡名勝天然
記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関
する事項を記載することができる。
４　文化庁長官は，第一項の規定による認定の申請が
あつた場合において，その史跡名勝天然記念物保存
活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであ
ると認めるときは，その認定をするものとする。
一　当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が
当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用に寄与す
るものであると認められること。
二　円滑かつ確実に実施されると見込まれるもので
あること。
三　第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存
活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する
認定文化財保存活用地域計画が定められていると
きは，これらに照らし適切なものであること。
四　当該史跡名勝天然記念物保存活用計画に前項に
規定する事項が記載されている場合には，その内
容が史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影
響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものと
して文部科学省令で定める基準に適合するもので
あること。

５　文化庁長官は，前項の認定をしたときは，遅滞な
く，その旨を当該認定を申請した者に通知しなけれ
ばならない。
第百二十九条の三　前条第四項の認定を受けた史跡名
勝天然記念物の管理団体又は所有者は，当該認定を
受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更（文
部科学省令で定める軽微な変更を除く。）をしよう
とするときは，文化庁長官の認定を受けなければな
らない。
２　前条第四項及び第五項の規定は，前項の認定につ
いて準用する。

（現状変更等の許可の特例）
第百二十九条の四　第百二十九条の二第三項に規定す
る事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計
画が同条第四項の認定（前条第一項の変更の認定を
含む。以下この章及び第百五十三条第二項第二十三
号において同じ。）を受けた場合において，当該史
跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼ
す行為をその記載された事項の内容に即して行うに
当たり，第百二十五条第一項の許可を受けなければ
ならないときは，同項の規定にかかわらず，当該現
状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅
滞なく，文部科学省令で定めるところにより，その
旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

（認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に
関する報告の徴収）
第百二十九条の五　文化庁長官は，第百二十九条の二
第四項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団
体又は所有者に対し，当該認定を受けた史跡名勝天
然記念物保存活用計画（変更があつたときは，その
変更後のもの。次条第一項及び第百二十九条の七に
おいて「認定史跡名勝天然記念物保存活用計画」と
いう。）の実施の状況について報告を求めることが
できる。

（認定の取消し）
第百二十九条の六　文化庁長官は，認定史跡名勝天然
記念物保存活用計画が第百二十九条の二第四項各号
のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは，そ
の認定を取り消すことができる。
２　文化庁長官は，前項の規定により認定を取り消し
たときは，遅滞なく，その旨を当該認定を受けてい
た者に通知しなければならない。

（管理団体等への指導又は助言）
第百二十九条の七　都道府県及び市町村の教育委員会
は，史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求
めに応じ，史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成
及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑か
つ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすること
ができる。
２　文化庁長官は，史跡名勝天然記念物の管理団体又
は所有者の求めに応じ，史跡名勝天然記念物保存活
用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用
計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助
言をするように努めなければならない。

（保存のための調査）
第百三十条　文化庁長官は，必要があると認めるとき
は，管理団体，所有者又は管理責任者に対し，史跡
名勝天然記念物の現状又は管理，復旧若しくは環境
保全の状況につき報告を求めることができる。
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第百三十一条　文化庁長官は，次の各号のいずれかに
該当する場合において，前条の報告によつてもなお
史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することが
できず，かつ，その確認のため他に方法がないと認
めるときは，調査に当たる者を定め，その所在する
土地又はその隣接地に立ち入つてその現状又は管理，
復旧若しくは環境保全の状況につき実地調査及び土
地の発掘，障害物の除却その他調査のため必要な措
置をさせることができる。ただし，当該土地の所有
者，占有者その他の関係者に対し，著しい損害を及
ぼすおそれのある措置は，させてはならない。
一　史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存
に影響を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。
二　史跡名勝天然記念物がき損し，又は衰亡してい
るとき。
三　史跡名勝天然記念物が滅失し，き損し，衰亡し，
又は盗み取られるおそれのあるとき。
四　特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然
記念物又は史跡名勝天然記念物としての価値を調
査する必要があるとき。

２　前項の規定による調査又は措置によつて損失を受
けた者に対しては，国は，その通常生ずべき損失を
補償する。
３　第一項の規定により立ち入り，調査する場合には，
第五十五条第二項の規定を，前項の場合には，第四
十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

第十二章　補則
第三節　地方公共団体及び教育委員会
（地方公共団体の事務）
第百八十二条　地方公共団体は，文化財の管理，修理，
復旧，公開その他その保存及び活用に要する経費に
つき補助することができる。
２　地方公共団体は，条例の定めるところにより，重
要文化財，重要無形文化財，重要有形民俗文化財，
重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の
文化財で当該地方公共団体の区域内に存するものの
うち重要なものを指定して，その保存及び活用のた
め必要な措置を講ずることができる。
３　前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は
同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行
つた場合には，教育委員会は，文部科学省令の定め
るところにより，文化庁長官にその旨を報告しなけ
ればならない。

（地方債についての配慮）
第百八十三条　地方公共団体が文化財の保存及び活用
を図るために行う事業に要する経費に充てるために
起こす地方債については，法令の範囲内において，

資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限
り，適切な配慮をするものとする。

　



- 124 -

文化財保護法施行令（抜粋）
昭和 50 年９月９日政令第 267 号
最終改正：平成 31 年４月１日（施行日）
　　　　　・平成 31 年政令第 18 による改正

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務）
第五条　次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は，
都道府県の教育委員会（当該都道府県が特定地方公
共団体である場合にあつては，当該都道府県の知事。
以下同じ。）が行うこととする。ただし，我が国に
とつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認めら
れる埋蔵文化財について，文化庁長官がその保護上
特に必要があると認めるときは，自ら第五号に掲げ
る事務（法第九十二条第一項の規定による届出の受
理及び法第九十四条第一項又は第九十七条第一項の
規定による通知の受理を除く。）を行うことを妨げ
ない。
一　法第三十五条第三項（法第八十三条，第百十八
条，第百二十条及び第百七十二条第五項におい
て準用する場合を含む。）の規定による指揮監督
（管理に係るものに限る。）並びに法第三十六条第
三項（法第八十三条，第百二十一条第二項（法第
百七十二条第五項において準用する場合を含む。）
及び第百七十二条第五項において準用する場合を
含む。），第四十六条の二第二項及び第百二十九条
第二項において準用する法第三十五条第三項の規
定による指揮監督
二　法第四十三条第四項（法第百二十五条第三項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による現状
変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変
更等」という。）の停止命令（文化庁長官が許可
した現状変更等に係るものに限る。）
三　法第五十一条第五項（法第五十一条の二（法第
八十五条において準用する場合を含む。）及び第
八十五条において準用する場合を含む。）の規定
による公開の停止命令（公開に係る重要文化財又
は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に
存するものである場合に限る。）及び法第八十四
条第二項において準用する法第五十一条第五項の
規定による公開の停止命令
四　法第五十三条第四項の規定による公開の停止命
令（文化庁長官が許可した公開に係るものに限
る。）
五　法第九十二条第一項の規定による届出の受理，
同条第二項の規定による指示及び命令，法第九十
四条第一項の規定による通知の受理，同条第二項
の規定による通知，同条第三項の規定による協議，
同条第四項の規定による勧告，法第九十七条第一

項の規定による通知の受理，同条第二項の規定に
よる通知，同条第三項の規定による協議並びに同
条第四項の規定による勧告

２　第九十三条第一項において準用する法第九十二条
第一項の規定による届出の受理，法第九十三条第二
項の規定による指示，法第九十六条第一項の規定に
よる届出の受理，同条第二項又は第七項の規定によ
る命令，同条第三項の規定による意見の聴取，同条
第五項又は第七項の規定による期間の延長及び同条
第八項の規定による指示についての文化庁長官の権
限に属する事務は，都道府県の教育委員会（地方自
治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二
条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」とい
う。）の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見
に係るものにあつては，当該指定都市の教育委員
会（当該指定都市が特定地方公共団体である場合に
あつては，当該指定都市の長））が行うこととする。
ただし，我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が
特に高いと認められる埋蔵文化財について，文化庁
長官がその保護上特に必要があると認めるときは，
自らこれらの事務（法第九十三条第一項において準
用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理
及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理を
除く。）を行うことを妨げない。
３　次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は，都
道府県の教育委員会（第一号及び第三号に掲げるも
のにあつては第一号イ及びロに掲げる現状変更等が
指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第
一項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区
域内において行われる場合，第二号に掲げるものに
あつては指定都市等の区域内において公開が行われ，
かつ，当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等
の区域内に存するもののみである場合においては，
当該指定都市等の教育委員会（当該指定都市等が特
定地方公共団体である場合にあつては，当該指定都
市等の長。第七条において同じ。））が行うこととする。
一　次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一
項，第三項及び第四項の規定による許可及びその
取消し並びに停止命令
イ　建造物である重要文化財と一体のものとして
当該重要文化財に指定された土地その他の物件
（建造物を除く。）の現状変更等
ロ　金属，石又は土で作られた重要文化財の型取
　り
二　法第五十三条第一項，第三項及び第四項の規定
による公開の許可及びその取消し並びに公開の停
止命令（公開に係る重要文化財が当該都道府県又
は指定都市等の区域内に存するもののみである場
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合に限る。）
三　法第五十四条（法第百七十二条第五項において
準用する場合を含む。）及び第五十五条の規定に
よる調査（第一号イ及びロに掲げる現状変更等に
係る法第四十三条第一項の規定による許可の申請
に係るものに限る。）

４　次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は，都
道府県の教育委員会（第一号イからリまで及びルに
掲げる現状変更等が市の区域（法第百十五条第一項
に規定する管理団体（以下この条及び次条第二項第
一号イにおいて単に「管理団体」という。）が都道
府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計
画（以下この条並びに次条第二項第一号イ及びハに
おいて「管理計画」という。）を当該都道府県の教
育委員会が定めている区域を除く。以下この項にお
いて「市の特定区域」という。）内において行われ
る場合，第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園
又は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同
号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する
場合にあつては，当該市の教育委員会（当該市が特
定地方公共団体である場合にあつては，当該市の長。
以下この条において同じ。））が行うこととする。
一　次に掲げる現状変更等（イからチまでに掲げる
ものにあつては，史跡名勝天然記念物の指定に係
る地域内において行われるものに限る。）に係る
第百二十五条第一項並びに同条第三項において準
用する第四十三条第三項及び第四項の規定による
許可及びその取消し並びに停止命令
イ　小規模建築物（階数が二以下で，かつ，地階
を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて，
建築面積（増築又は改築にあつては，増築又は
改築後の建築面積）が百二十平方メートル以下
のものをいう。ロにおいて同じ。）で二年以内
の期間を限つて設置されるものの新築，増築又
は改築
ロ　小規模建築物の新築，増築又は改築（増築又
は改築にあつては，建築の日から五十年を経過
していない小規模建築物に係るものに限る。）
であつて，指定に係る地域の面積が百五十ヘク
タール以上である史跡名勝天然記念物に係る都
市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第
一項第一号の第一種低層住居専用地域，第二種
低層住居専用地域又は田園住居地域におけるも
の
ハ　工作物（建築物を除く。以下このハにおいて
同じ。）の設置若しくは改修（改修にあつては，
設置の日から五十年を経過していない工作物に
係るものに限る。）又は道路の舗装若しくは修

繕（それぞれ土地の掘削，盛土，切土その他土
地の形状の変更を伴わないものに限る。）
ニ　法第百十五条第一項（法第百二十条及び第百
七十二条第五項において準用する場合を含む。）
に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な
施設の設置又は改修
ホ　電柱，電線，ガス管，水管，下水道管その他
これらに類する工作物の設置又は改修
ヘ　建築物等の除却（建築又は設置の日から五十
年を経過していない建築物等に係るものに限
る。）
ト　木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係
る木竹については，危険防止のため必要な伐採
に限る。）
チ　史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験
材料の採取
リ　天然記念物に指定された動物の個体の保護若
しくは生息状況の調査又は当該動物による人の
生命若しくは身体に対する危害の防止のため必
要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育，当該捕
獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は
当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取
ヌ　天然記念物に指定された動物の動物園又は水
族館相互間における譲受け又は借受け
ル　天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作
られたもの（現に繁殖のために使用されている
ものを除く。）の除却
ヲ　イからルまでに掲げるもののほか，史跡名勝
天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域
（当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府
県の教育委員会（当該管理計画が市の区域（管
理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記
念物の指定に係る地域内の区域に限る。）又は
町村の区域（次条第七項に規定する特定認定市
町村である町村であつて同条第二項に規定する
事務を行うこととされたものにあつては，管理
団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物
の指定に係る地域内の区域に限る。）を対象と
する場合に限る。）又は市の教育委員会（当該
管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限
る。）が定めている区域のうち当該都道府県又
は市の教育委員会の申出に係るもので，現状変
更等の態様，頻度その他の状況を勘案して文化
庁長官が指定する区域をいう。）における現状
変更等

二　法第百三十条（法第百七十二条第五項において
準用する場合を含む。）及び第百三十一条の規定
による調査及び調査のため必要な措置の施行（前
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号イからヲまでに掲げる現状変更等に係る法第百
二十五条第一項の規定による許可の申請に係るも
のに限る。）

５　前項の管理計画に記載すべき事項は，文部科学省
令で定める。
６　都道府県の教育委員会は，管理団体が当該都道府
県である史跡名勝天然記念物について，市の区域を
対象とする管理計画を定めようとするときは，あら
かじめ，当該市の教育委員会に協議し，その同意を
得なければならない。これを変更し，又は廃止しよ
うとするときも，同様とする。
７　第四項の規定により同項各号に掲げる事務のうち
市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育
委員会は，文部科学省令で定めるところにより，そ
の旨を公示しなければならない。これを変更し，又
は廃止しようとするときも，同様とする。
８　文化庁長官は，第四項第一号ヲの規定による指定
区域の指定をしたときは，その旨を官報で告示しな
ければならない。
９　第一項本文，第二項本文，第三項及び第四項の場
合においては，法の規定中これらの規定により都道
府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長
官に関する規定は，都道府県又は市の教育委員会に
関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適
用があるものとする。

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然
記念物の現状変更等の許可申請等に関する
規則（抜粋）
昭和 26 年 7 月 13 日文化財保護委員会規則第 10 号
最終改正：平成 27 年 12 月 21 日文部科学省令第 36 号

　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第
八十条の規定を実施するため，同法第十五条第一項の
規定に基き，特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天
然記念物現状変更等許可申請規則を次のように定める。

（許可の申請）
第一条　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四
号。以下「法」という。）第百二十五条第一項の規
定による許可を受けようとする者（以下「許可申請
者」という。）は，次に掲げる事項を記載した許可
申請書を文化庁長官（法第百八十四条第一項第二号
及び文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二百六
十七号。以下「令」という。）第五条第四項第一号
の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員
会が行う場合には，当該都道府県又は市の教育委員
会）に提出しなければならない。
一　史跡（特別史跡を含む。以下同じ。），名勝（特
別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特
別天然記念物を含む。以下同じ。）の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　所有者の氏名又は名称及び住所
五　権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
六　管理団体がある場合は，その名称及び事務所の
所在地
七　管理責任者がある場合は，その氏名及び住所
八　許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者
の氏名並びに事務所の所在地
九　史跡，名勝又は天然記念物の現状変更又は保存
に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」という。）
を必要とする理由
十　現状変更等の内容及び実施の方法
十一　現状変更等により生ずる物件の滅失若しくは
き損又は景観の変化その他現状変更等が史跡，名
勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
十二　現状変更等の着手及び終了の予定時期
十三　現状変更等に係る地域の地番
十四　現状変更等に係る工事その他の行為の施行者
の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに
事務所の所在地
十五　その他参考となるべき事項
２　埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とす
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る現状変更等の場合における許可申請書には，前項
各号に掲げる事項の外，左に掲げる事項を記載する
ものとする。
一　発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴
二　出土品の処置に関する希望

（許可申請書の添附書類等）
第二条　前条の許可申請書には，左に掲げる書類，図
面及び写真を添えなければならない。
一　現状変更等の設計仕様書及び設計図
二　現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域
の地番及び地ぼうを表示した実測図
三　現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真
四　現状変更等を必要とする理由を証するに足りる
資料があるときは，その資料
五　許可申請者が所有者以外の者であるときは，所
有者の承諾書
六　許可申請者が権原に基く占有者以外の者である
ときは，その占有者の承諾書
七　管理団体がある場合において，許可申請者が管
理団体以外の者であるときは，管理団体の意見書
八　管理責任者がある場合において，許可申請者が
管理責任者以外の者であるときは，管理責任者の
意見書
九　前条第二項の場合において，許可申請者が発掘
担当者以外の者であるときは，発掘担当者の発掘
担当承諾書

２　前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には，
現状変更等をしようとする箇所を表示しなければな
らない。

（終了の報告）
第三条　法第百二十五条第一項の規定による許可を受
けた者は，当該許可に係る現状変更等を終了したと
きは，遅滞なくその旨を文化庁長官（法第百八十四
条第一項第二号及び令第五条第四項第一号の規定に
より当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行つ
た場合には，当該都道府県又は市の教育委員会）に
報告するものとする。
２　前項の終了の報告には，その結果を示す写真又は
見取図を添えるものとする。

（維持の措置の範囲）
第四条　法第百二十五条第一項ただし書の規定により
現状変更について許可を受けることを要しない場合
は，次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一　史跡，名勝又は天然記念物がき損し，又は衰亡
している場合において，その価値に影響を及ぼす
ことなく当該史跡，名勝又は天然記念物をその指
定当時の原状（指定後において現状変更等の許可
を受けたものについては，当該現状変更等の後の

原状）に復するとき。
二　史跡，名勝又は天然記念物がき損し，又は衰亡
している場合において，当該き損又は衰亡の拡大
を防止するため応急の措置をするとき。
三　史跡，名勝又は天然記念物の一部がき損し，又
は衰亡し，かつ，当該部分の復旧が明らかに不可
能である場合において，当該部分を除去するとき。

（国の機関による現状変更等）
第五条　各省各庁の長その他の国の機関が，史跡，名
勝又は天然記念物の現状変更等について，法第百六
十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を
求めようとする場合には第一条及び第二条の規定を，
法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定によ
る同意を受けた場合には第三条の規定を準用する。
２　法第百六十八条第三項で準用する法第百二十五条
第一項ただし書の規定により現状変更について同意
を求めることを要しない場合は，前条各号に掲げる
場合とする。

（管理計画）
第六条　令第五条第四項の管理計画には，次に掲げる
事項を記載するものとする。
一　史跡，名勝又は天然記念物の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　管理計画を定めた教育委員会
五　史跡，名勝又は天然記念物の管理の状況
六　史跡，名勝又は天然記念物の管理に関する基本
方針
七　史跡，名勝又は天然記念物の現状変更等の許可
の基準及びその適用区域
八　その他参考となるべき事項
２　管理計画には，史跡，名勝又は天然記念物の許可
の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。
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史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則（抜
粋）
昭和 29 年文化財保護委員会規則第７号
最終改正：平成 27 年９月 11 日文部科学省令第 30 号

　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第
十五条第一項及び第七十二条第一項（同法第七十五条
及び第九十五条第五項で準用する場合を含む。）の規
定に基き，史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則を
次のように定める。

（標識）
第一条　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四
号。以下「法」という。）第百十五条第一項（法第
百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を
含む。以下同じ。）の規定により設置すべき標識は，
石造とするものとする。ただし，特別の事情がある
ときは，金属，コンクリート，木材その他石材以外
の材料をもつて設置することを妨げない。
２　前項の標識には，次に掲げる事項を彫り，又は記
載するものとする。
一　史跡，名勝又は天然記念物の別（特別史跡，特
別名勝又は特別天然記念物の別を表示することを
妨げない。）及び名称
二　文部科学省（仮指定されたものについては，仮
指定を行つた都道府県又は地方自治法（昭和二十
二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一
項の指定都市の教育委員会の名称）の文字（所有
者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示する
ことを妨げない。）
三　指定又は仮指定の年月日
四　建設年月日
３　第一項の標識の表面の外，裏面又は側面を使用す
る場合には，前項第二号から第四号に掲げる事項は
裏面又は側面に，裏面及び側面を使用する場合には，
前項第二号に掲げる事項は裏面に前項第三号及び第
四号に掲げる事項は側面に，それぞれ表示するもの
とする。

（説明板）
第二条　法第百十五条第一項の規定により設置すべき
説明板には，次に掲げる事項を平易な表現を用いて
記載するものとする。
一　特別史跡若しくは史跡，特別名勝若しくは名勝
又は特別天然記念物若しくは天然記念物の別及び
名称
二　指定又は仮指定の年月日
三　指定又は仮指定の理由
四　説明事項

五　保存上注意すべき事項
六　その他参考となるべき事項
２　前項の説明板には，指定又は仮指定に係る地域を
示す図面を掲げるものとする。但し，地域の定がな
い場合その他特に地域を示す必要のない場合は，こ
の限りでない。

（標柱及び注意札）
第三条　前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が
指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件
に係る場合で特に必要があるときは，当該場所若し
くは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件
の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置す
るものとする。

（境界標）
第四条　法第百十五条第一項の規定により設置すべき
境界標は，石造又はコンクリート造とする。
２　前項の境界標は，十三センチメートル角の四角柱
とし，地表からの高さは三十センチメートル以上と
するものとする。
３　第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る
地域の境界を示す方向指示線を，側面には史跡境界，
名勝境界又は天然記念物境界の文字（特別史跡境界，
特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とする
ことを妨げない。）及び文部科学省の文字を彫るも
のとする。
４　第一項の境界標は，指定又は仮指定に係る地域の
境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点
に設置するものとする。

（標識等の形状等）
第五条　第一条から前条までに定めるものの外，標識，
説明板，標柱，注意札又は境界標の形状，員数，設
置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項
は，当該史跡，名勝又は天然記念物の管理のため必
要な程度において，環境に調和するよう設置者が定
めるものとする。

（囲いその他の施設）
第六条　法第百十五条第一項の規定により設置すべき
囲いその他の施設については，前条の規定を準用す
る。
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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然
記念物の管理に関する届出書等に関する規
則（抜粋）
昭和 26 年文化財保護委員会規則第８号
最終改正：平成 17 年３月 28 日文部科学省令第１１号

　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第
七十四条第三項で準用する同法第三十一条第三項の規
定並びに同法第七十五条で準用する同法第三十二条及
び第三十三条の規定に基き，並びに同法第七十五条で
準用する同法第三十二条第一項及び第三十三条並びに
同法第八十二条の規定を実施するため，同法第十五条
第一項の規定に基き，特別史跡名勝天然記念物又は史
跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規
則を次のように定める。

（管理責任者選任の届出書の記載事項）
第一条　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四
号。以下「法」という。）第百十九条第二項で準用
する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を
選任したときの届出の書面には，次に掲げる事項を
記載するものとする。
一　史跡（特別史跡を含む。以下同じ。），名勝（特別
名勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特別天
然記念物を含む。以下同じ。）の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　所有者の氏名又は名称及び住所
五　管理責任者の氏名及び住所
六　管理責任者の職業及び年令
七　選任の年月日
八　選任の事由
九　その他参考となるべき事項
（管理責任者解任の届出書の記載事項）
第二条　法第百十九条第二項で準用する法第三十一条
第三項の規定による管理責任者を解任したときの届
出の書面には，次に掲げる事項を記載するものとす
る。
一　史跡，名勝又は天然記念物の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　所有者の氏名又は名称及び住所
五　管理責任者の氏名及び住所
六　解任の年月日
七　解任の事由
八　新管理責任者の選任に関する見込みその他参考と
なるべき事項

（所有者変更の届出書の記載事項等）
第三条　法第百二十条で準用する法第三十二条第一項
の規定による所有者が変更したときの届出の書面に
は，次に掲げる事項を記載するものとする。
一　史跡，名勝又は天然記念物の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　旧所有者の氏名又は名称及び住所
五　新所有者の氏名又は名称及び住所
六　所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は，当
該地域の地番，地目及び地積
七　変更の年月日
八　変更の事由
九　その他参考となるべき事項
２　前項の書面には，所有権の移転を証明する書類を
添えるものとする。

（管理責任者変更の届出書の記載事項）
第四条　法第百二十条で準用する法第三十二条第二項
の規定による管理責任者を変更したときの届出の書
面には，次に掲げる事項を記載するものとする。
一　史跡，名勝又は天然記念物の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　所有者の氏名又は名称及び住所
五　旧管理責任者の氏名及び住所
六　新管理責任者の氏名及び住所
七　新管理責任者の職業及び年令
八　変更の年月日
九　変更の事由
十　その他参考となるべき事項
（所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所
変更の届出書の記載事項）
第五条　法第百二十条で準用する法第三十二条第三項
の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは
名称又は住所を変更したときの届出の書面には，次
に掲げる事項を記載するものとする。
一　史跡，名勝又は天然記念物の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　管理団体がある場合は，その名称及び事務所の所
在地
五　変更前の氏名若しくは名称又は住所
六　変更後の氏名若しくは名称又は住所
七　変更の年月日
八　その他参考となるべき事項
（史跡，名勝又は天然記念物の滅失，き損等の届出書
の記載事項等）
第六条　法第百十八条，第百二十条及び第百七十二条
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第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡，
名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し，き損
し，若しくは衰亡し，又はこれを亡失し，若しくは
盗み取られたときの届出の書面には，次に掲げる事
項を記載するものとする。
一　史跡，名勝又は天然記念物の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　所有者の氏名又は名称及び住所
五　管理責任者がある場合は，その氏名及び住所
六　管理団体がある場合は，その名称及び事務所の所
在地
七　滅失，き損，衰亡，亡失又は盗難（以下「滅失，
き損等」という。）の事実の生じた日時
八　滅失，き損等の事実の生じた当時における管理の
状況
九　滅失，き損等の原因並びにき損の場合は，その箇
所及び程度
十　き損の場合は，き損の結果当該史跡，名勝又は天
然記念物がその保存上受ける影響
十一　滅失，き損等の事実を知つた日
十二　滅失，き損等の事実を知つた後に執られた措置
その他参考となるべき事項
２　前項の書面には，滅失，きヽ損等の状態を示すキ
ヤビネ型写真及び図面を添えるものとする。

（土地の所在等の異動の届出）
第七条　法第百十五条第二項（法第百二十条及び第百
七十二条第五項で準用する場合を含む。）の規定に
よる土地の所在等の異動の届出は，前条第一項第一
号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地
の所在，地番，地目又は地積及び異動後の土地の所
在，地番，地目又は地積その他参考となるべき事項
を記載した書面をもつて，異動のあつたのち三十日
以内に行わなければならない。
２　地番，地目又は地積の異動が分筆による場合は，
当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えら
れた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

（国の所有に属する史跡，名勝又は天然記念物の管理
に関する通知書の記載事項等）
第八条　国の所有に属する史跡，名勝又は天然記念物
の管理に関する通知の書面については，法第百六十
七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第
三条の規定を，法第百六十七条第一項第三号の場合
に係るときは第六条の規定を，法第百六十七条第一
項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然
記念物の復旧の届出に関する規則（抜粋）
昭和 29 年文化財保護委員会規則第９号
最終改正：平成 17 年３月 28 日文部科学省令第 11 号

　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第
八十条の二第一項（同法第九十条第二項で準用する場
合を含む。）の規定に基き，特別史跡名勝天然記念物
又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則を
次のように定める。

（復旧の届出）
第一条　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四
号。以下「法」という。）第百二十七条第一項の規
定による届出は，次に掲げる事項を記載した書面を
もつて行うものとする。
一　史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）名勝（特
別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特
別天然記念物を含む。以下同じ。）の別及び名称
二　指定年月日
三　史跡，名勝又は天然記念物の所在地
四　所有者の氏名又は名称及び住所
五　権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
六　管理団体がある場合は，その名称及び事務所の
所在地
七　管理責任者がある場合は，その氏名及び住所
八　復旧を必要とする理由
九　復旧の内容及び方法
十　復旧の着手及び終了の予定時期
十一　復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表
者の氏名並びに事務所の所在地
十二　その他参考となるべき事項
２　前項の届出の書面には，左に掲げる書類，写真及
び図面を添えるものとする。
一　設計仕様書
二　復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に
係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び
図面
三　復旧をしようとする者が管理団体であるときは，
所有者及び権原に基く占有者の意見書

（届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更）
第二条　前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書
類又は写真若しくは図面に記載し，又は表示した事
項を変更しようとするときは，あらかじめ文化庁長
官にその旨を届け出なければならない。

（終了の報告）
第三条　法第百二十七条第一項の規定により届出を行
つた者は，届出に係る復旧が終了したときは，その
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結果を示す写真及び図面を添えて，遅滞なくその旨
を文化庁長官に報告するものとする。

（復旧の届出を要しない場合）
第四条　法第百二十七条第一項ただし書の規定により
届出を要しない場合は，次の各号のいずれかに該当
する場合とする。
一　法第百十八条又は第百二十条で準用する法第三
十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて
復旧を行うとき。
二　法第百二十二条第一項又は第二項の規定による
命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。
三　法第百二十五条第一項の規定による現状変更等
の許可を受けて復旧を行うとき。

（国の所有に属する史跡，名勝又は天然記念物の復旧
の通知）
第五条　法第百六十七条第一項第五号の規定による史
跡，名勝又は天然記念物の復旧の通知には，第一条
から第三条までの規定を準用する。
２　法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により
史跡，名勝又は天然記念物の復旧について通知を要
しない場合は，次の各号のいずれかに該当する場合
とする。
一　法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定
による同意を得て復旧を行うとき。
二　法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告
を受けて復旧を行うとき。

文化財保護法施行令第五条第四項第一号イ
からリまでに掲げる史跡名勝天然記念物の
現状変更等の許可の事務の処理基準につい
て（抜粋）
平成 12 年 4 月 28 日文部大臣裁定

　地方自治法（昭和二二年法律第六七号）第二四五条
の九第一項及び第三項の規定に基づき，文化財保護法
施行令（昭和五〇年政令第二六七号。以下「令」という。）
第五条第四項第一号イからリまでに掲げる史跡名勝天
然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以
下「現状変更等」という。）の許可の事務を都道府県
又は市の教育委員会が処理するに当たりよるべき基準
を次のとおり定める。

Ⅰ　共通事項
（一）現状変更等が「市」と当該市以外の「市」又は「町
村」とにまたがって行われる場合には，現状変更等
の許可申請は，許可の権限を有するそれぞれの都道
府県又は市の教育委員会が受理し，許可の事務を行
う。この場合には，関係教育委員会相互間において，
必要に応じ，適宜連絡調整を行うものとする。

（二）次の場合には，当該現状変更等の許可をするこ
とができない。
①史跡名勝天然記念物の適切な保存管理のために策
定された「保存管理計画」に定められた保存管理
の基準に反する場合
②史跡名勝天然記念物の滅失，き損又は衰亡のおそ
れがある場合
③史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じ
ると認められる場合
④地域を定めて指定した天然記念物に関し，指定対
象である動植物の生息環境又は生態系全体に対し
て著しい影響を与えるおそれがある場合

（三）都道府県又は市の教育委員会に対する現状変更
等の許可申請の審査のため，地方公共団体等が事前
に発掘調査を行う場合は，当該発掘調査の実施につ
き文化財保護法（昭和二五年法律第二一四号。以下
「法」という。）第八〇条第一項の規定による文化庁
長官の許可を要する。

（四）都道府県又は市の教育委員会が現状変更等の許
可をするに当たっては，法第八〇条第三項において
準用する法第四三条第三項の規定により，許可の条
件として次の例のような指示をすることができる。
なお，当該許可の条件として指示した発掘調査の実
施については，改めて現状変更等の許可を要しない。
①当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこと。
②当該現状変更等に際し，関係教育委員会の職員の
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立会いを求めること。
③重要な遺構などが発見された場合は，設計変更等
により，その保存を図ること。
④当該現状変更等の実施に当たっては，関係教育委
員会の指示を受けること。
⑤当該現状変更等の許可申請書又は添附した書類，
図面若しくは写真の記載事項又は表示事項のうち，
現状変更等の内容及び実施の方法の変更，許可申
請者の変更などの実質的な変更については，改め
て現状変更等の許可を申請すること。ただし，許
可申請者の住所や事務所の所在地の変更など実質
的な変更ではないものについては，その旨を報告
すること。
⑥当該現状変更等を終了したときは，遅滞なくその
旨を報告すること。

Ⅱ　個別事項
一　令第五条第四項第一号イ関係
（一）「建築面積」とは，建築基準法施行令（昭和二五
年政令第三三八号）第二条第一項第二号に定める建
築面積をいう。

（二）次の場合は，本号による許可の事務の範囲に含
まれない。
①新築については，小規模建築物の設置期間の更新
があらかじめ予想される場合
②改築又は増築については，改築又は増築部分の設
置期間が本体である建築物の新築を完了した日か
ら三ケ月を超える場合
③新築，増築，改築又は除却については，当該新築
等に伴う土地の掘削，盛土，切土その他土地の形
状の変更が，当該新築等に必要な最小限度のやむ
を得ない規模を超える場合

（三）新築，増築，改築又は除却の際に木竹の伐採を
伴う場合には，当該木竹の伐採について，別途，法
第八〇条第一項の規定による文化庁長官の許可又は
令第五条第四項第一号ヘによる都道府県又は市の教
育委員会の許可を要する（法第八〇条第一項ただし
書の維持の措置である場合を除く。）。

（四）新築，増築又は改築については，「新築及び除却」，
「増築及び除却」又は「改築及び除却」として許可
の申請をさせ，除却と併せて許可をするものとする。
二　令第五条第四項第一号ロ関係
（一）新築，増築，改築又は除却に伴う土地の掘削，盛土，
切土その他土地の形状の変更が，新築等に必要な最
小限度のやむを得ない規模を超える場合には，本号
による許可の事務の範囲に含まれない。

（二）新築，増築，改築又は除却の際に木竹の伐採を
伴う場合には，当該木竹の伐採について，別途，法

第八〇条第一項の規定による文化庁長官の許可又は
令第五条第四項第一号ヘによる都道府県又は市の教
育委員会の許可を要する（法第八〇条第一項ただし
書の維持の措置である場合を除く。）。
三　令第五条第四項第一号ハ関係
（一）「工作物」には，次のものを含む。
①小規模建築物に附随する門，生け垣又は塀
②既設の道路に設置される電柱，道路標識，信号機
又はガードレール
③小規模な観測・測定機器
③木道

（二）「道路」には，道路法（昭和二七年法律第一八〇
号）第三条各号に掲げる道路（ただし，道路と一体
となってその効用を全うする施設及び道路の附属物
で当該道路に附属して設けられているものを除く。）
のほか，農道，林道，漁港関連道を含む。

（三）「道路の舗装」とは，既設の未舗装の道路の舗装
をいう。

（四）「道路の修繕」とは，既設の舗装又は未舗装の道
路の破損，劣化等に対応して行われる部分的な修復
その他これに類する工事をいう。

（五）道路についての「土地の形状の変更」には，道
路の幅員の拡幅，路床の削平，側溝の設置及び道路
の構造の変更に伴うものを含む。

（六）工作物の設置，改修又は除却の際に木竹の伐採
を伴う場合には，当該木竹の伐採について，別途，
法第八〇条第一項の規定による文化庁長官の許可又
は令第五条第四項第一号ヘによる都道府県又は市の
教育委員会の許可を要する（法第八〇条第一項ただ
し書の維持の措置である場合を除く。）。
四　令第五条第四項第一号ニ関係
（一）「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」とは，
法第七二条第一項の標識，説明板，境界標，囲さく
その他の施設をいう。

（二）設置，改修又は除却に伴う土地の掘削，盛土，
切土その他土地の形状の変更が，設置等に必要な最
小限度のやむを得ない規模を超える場合には，本号
による許可の事務の範囲に含まれない。

（三）標識，説明板，標柱，注意札，境界標又は囲さ
くその他の施設であって，史跡名勝天然記念物標識
等設置基準規則（昭和二九年文化財保護委員会規則
第七号）に定める基準に合致しないものについては，
その設置又は改修の許可をすることができない。
五　令第五条第四項第一号ホ関係
（一）「電線」には，配電管内の電線及び電話線等の通
信線を含む。

（二）改修については，改修に伴う土地の掘削が埋設
の際に掘削された範囲を超える場合には，本号によ
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る許可の事務の範囲に含まれない。
六　令第五条第四項第一号ヘ関係
（一）「木竹の伐採」とは，幹を切ること及び枝を切断
して除去することをいう。

（二）「危険防止のため必要な伐採」とは，倒木や落枝
によって人身又は建物に危害が及ぶ危険性の高い場
合における危険防止に必要な最小限度のやむを得な
い程度の伐採をいう。

（三）木竹の伐採が，法第八〇条第一項ただし書の維
持の措置である場合には，許可を要しない。
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